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平成３０・３１年度後期高齢者医療保険料率について 

 

 

１ 保険料率改定の報告 

   東京都後期高齢者医療広域連合から平成３０・３１年度の保険料率について提示があ 

りましたので報告いたします。 

 

２ 保険料率の概要 

  平成２８・２９年度 平成３０・３１年度 増減 

均等割額 ４２，４００円 ４３，３００円   ９００円 

所得割率   ９．０７％   ８．８０％ ▲０．２７ポイント 

一人当たり平均保険料額 ９５，４９２円 ９７，１２７円            １，６３５円       

  

  収入額別モデルケース 

 収入額 平成２８・２９年度 平成３０・３１年度 増減額 軽減 

単 
 

身 

８０万円 ４，２００円 ４，３００円 １００円 有 

１６８万円 １０，４００円 １３，０００円 ２，６００円 有 

２００万円 ６８，０００円 ７６，０００円 ８，０００円 有 

２１３万円 ８８，３００円 ８７，４００円 ▲９００円 無 

８９０万円 ５７０，０００円 ６２０，０００円 ５０，０００円 無 

夫

婦 

夫２００万円 

 妻  ８０万円 

５５，３００円 

２１，２００円 

６３，０００円 

２１，６００円 
８，１００円 有 

 

３ 改定の特徴 

（１）低所得者に対する国の所得割額の軽減特例が廃止となり、都独自の軽減措置のみ継続 

（２）保険料の賦課限度額を現行の５７万円から６２万円へ引き上げ 

（３）平成２８・２９年度の財政収支の剰余金１８０億円を収入として計上 

 

４ 改定に係る影響（カッコ内は今年度の町田市賦課対象者約５４，３００人のうち） 

（１）収入額２１３万円未満の方は軽減特例廃止により増額・・・・・・・（約３１，２００人） 

（２）収入額２１３万円以上の方は所得割率マイナスの影響により減額・・（約２２，０００人） 

（３）収入額８３０万円以上の方は賦課限度額引き上げにより増額・・・・（約 １，１００人） 

 

５ 被保険者への周知 

（１）都広域連合は６大新聞折り込みに広報紙「東京いきいき通信」を活用（３月１７日） 

（２）町田市は広報まちだに保険料率改定を掲出（４月１日） 

（３）町田市は保険料納入通知に保険料率改定のチラシを封入（７月中旬） 


